
 

 

 

 

令和２年７月１７日 

 

港区役所 総務課からの説明 

 

 

１． 港区役所管理職名簿（課長代理以上）《別紙１のとおり》 

 

 

２． 港区行政連絡調整会議 

港区における総合行政を推進するため、区内の行政運営上連絡調整を要

する具体的措置について協議を行う場として港区行政連絡調整会議を設

置しています。 

≪開催予定日時、場所≫ 

奇数月の第３木曜日 午後４時３０分、港区役所を基本に開催 

  協議・報告案件があれば、開催１週間前をメドに提出案件シート（別紙２）を

事務局まで。 

  資料配布ある場合は、開催２日前までにデータを事務局まで（紙なら 30 部）。 

 

３． 港区行政連絡調整会議小会議（ミニ行連）の設置《別紙３ 参照》 

連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及

び相談等の速やかな処理を図る場として、連絡調整会議の下に実務担当

者で組織する連絡調整会議小会議を設置しています。 

≪開催予定日時、場所≫ 

偶数月（４月除く）の第３木曜日 午後４時３０分、港区役所会議室を基本に

開催   

事務局提案：今後は必要時に召集・開催する方向で調整。 

 

４． 港区区政会議について《広報みなと ５月号 Ｐ５参照》 

区長が行う施策や事業について、立案段階からその実績や成果の評価の

段階に至るまで参画して意見を述べ、区政への反映を図ることを目的とす

る行政運営上の会合として全体会議と３つの部会を開催しています。 

今年度第 1回目を７月 29日（水）午後 7時より開催する予定です。 

 

資料３ 



 

 

 

 

５． 港区合同地域会長会について 

区内 11地域の３団体（地域活動協議会、地域振興連合会、社会福祉協議

会）の会長及び区地域振興会女性部長で構成しています。区役所をはじ

め、各行政機関からの情報提供・依頼、地域課題解決に向けた検討等も行

っています。 

≪開催予定日時、場所≫ 

毎月（８・１月除く）の１６日前後 午前１０時、 

港区役所を基本に開催（コロナ禍により当面５階会議室） 

次回の開催は、９月１０日（木）午前１０時 区役所５階会議室 

 

６． 「広報みなと」について《広報みなと ４～７月号 参照》 

毎月１日発行、全戸配布しています。港区で作成する区政情報部分と、大

阪市（政策企画室）で作成する市政情報部分「おおさか掲示板」で構成して

います。      

なお、掲載を希望される場合は、前々月１０日までに事務局へご連絡下さい。 

 

７． 国道４３号弁天町駅前交差点地下道へのエレベーター整備について 

《別紙４のとおり》 

 

 

８． その他 《広報みなと ７月号 参照》 

・「みなトクモン」の広報用手提げ袋が完成しました。ご希望の方へ周知協力

とともにプレゼントしています。 

・例年、８月の夏休みに実施している「港区ＷＯＲＫＳ探検団」は、コロナ感染

防止のため実施を断念しています。 


